
　

社
会
保
険
料（
国
民
健
康
保
険
税
・

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
）は
、
確
定
申
告
な
ど
の
社
会
保
険

料
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

納
付
額
の
確
認
を
希
望
す
る
方
に
は
、

担
当
課
で
納
付
額
確
認
書
の
発
行
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収（
年

金
天
引
き
）さ
れ
て
い
る
分
の
納
付
額

確
認
書
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
年

金
支
払
者（
日
本
年
金
機
構
等
）か
ら
発

送
さ
れ
る
源
泉
徴
収
票
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

※ 

年
金
天
引
き
の
場
合
は
本
人
以
外
が

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
納
付
書
で
納
付
し
て
い
る
場

合
は
領
収
書
で
、
口
座
振
替
の
場
合
は

預
金
通
帳
で
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼ 

納
付
額
確
認
の
申
請
に
必
要
な
も
の

　

運
転
免
許
証
や
保
険
証
な
ど
の
本
人

確
認
で
き
る
も
の

※ 

同
一
世
帯
以
外
の
方
が
申
請
す
る
場

合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

税
務
課
住
民
税
班
☎（
84
）１
２
１
２

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

住
民
課
国
保
年
金
班
☎（
84
）１
２
１
４

介
護
保
険
料
に
つ
い
て

福
祉
課
介
護
班
☎（
84
）１
２
５
７

　

厚
生
年
金
、
国
民
年
金
等
の
老
齢
ま

た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
を

受
給
し
て
い
る
方
に
、
日
本
年
金
機
構

か
ら「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」が

１
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
送
付
さ

れ
ま
す
。

　

証
明
内
容
は
、
令
和
３
年
中
に
支
給

さ
れ
た
年
金
額
や
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
額
な
ど
で
す
。

　

こ
の
証
明
書
は
、
確
定
申
告
等
の
際

に
確
認
書
類
と
し
て
必
要
と
な
り
ま
す

の
で
、
紛
失
し
な
い
よ
う
大
切
に
保
管

し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失
し
て
し
ま
っ
た

場
合
は
、
再
交
付
が
で
き
ま
す
の
で
、

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
や
年
金
事
務
所
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※ 

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
非
課
税
の

た
め
、
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

問
日
本
年
金
機
構
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
05
）１
１
６
５（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

☎
０
３（
６
７
０
０
）１
１
６
５

受
付
時
間

・ 

月
曜
日　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

・ 

火
〜
金
曜
日　

午
前
８
時
30
分
〜

　

午
後
５
時
15
分

・ 

第
２
土
曜
日　

午
前
９
時
30
分
〜

　

午
後
４
時

※ 

月
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、
翌
日
以
降

の
開
所
日
初
日
に
午
後
７
時
ま
で
受
付
。

※ 

祝
日（
第
２
土
曜
日
を
除
く
）、
年
末

年
始
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。

早期提出のための出張
指導会です
決算・確定申告の相談会
　青色申告会（横芝支部・光支

部）では、個人青色申告者を対

象に町内2会場で「記帳」と「決
算・確定申告の相談」を行います。

横芝地区
と　き　2月4日（金）
　　　　午前9時30分～正午
　　　　午後1時～4時
ところ　文化会館

光 地 区
と　き　2月9日（水）
　　　　午前9時30分～午後1時
ところ　町民会館

問（一社）東金青色申告会

　☎0475－52－1284

法定調書の作成・提
出は
ｅ-Ｔａｘで
　自宅やオフィス、税理士

事務所などからインターネ

ットを利用して法定調書等

を税務署に提出することが

できます。

　詳しくは、e-Taxホーム

ページをご覧ください。

　利用開始の手続きやe-Tax

に関する最新情報をお知ら

せしています。

※ 令和3年分給与所得の源
泉徴収票等の法定調書合

計表の提出期限は、1月
31日（月）です。

問東金税務署

　☎0475－52－3121

給与や賃金を支払う方へ
源泉徴収票･給与支払報告
書の提出を
　令和3年中に給与・賃金などを支
払った事業所や事業主は「給与所得

の源泉徴収票」を作成し、1月31日
（月）までに、すべての受給者に交付

し、一定金額以上のものは税務署に

提出することになっています。

　また、「給与所得の源泉徴収票」と

同時に複写作成される「給与支払報

告書」は金額にかかわらず、すべて

を受給者の住所地（令和4年1月1日現
在）の市町村に提出することになっ

ています。

　なお、個人事業を営む方で専従者

給与を支払った方や、臨時で従業員

を雇った方も忘れずに提出してくだ

さい。

問税務課住民税班　☎84－1212

令
和
３
年
中
の
社
会
保
険
料

の
納
付
額
を
確
認
で
き
ま
す

公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
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